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健
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市
民
健
康
講
座

『
医
師
が
勧
め
る
ダ
イ
エ
ッ
ト
法P

art

２
』

前
回
大
好
評
な 

あ
な
た
の
お
腹
と
心
に

届
く
、
ヘ
ル
シ
ー
な
お
話
の
続
編
で
す
。

【
講
師
】
沖
縄
県
立
中
部
病
院
循
環
器
内
科

下し
も

高た
か

原は
ら 

淳じ
ゅ
ん
い
ち一

先
生

【
と
き
】
１
月
15
日（
木
）午
後
２
〜
３
時

【
と
こ
ろ
】
う
る
ま
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

う
る
み
ん
３
階
視
聴
覚
室

【
申
込
期
限
】
１
月
14
日
ま
で

【
受
講
料
】
無
料

【
申
込
方
法
】
お
電
話
か
、
窓
口
に
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　
☎
９
７
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―
５
１
１
２

ち
ば
ら
な
応
援
隊
養
成
講
座
の
ご
案
内

運
動
・
栄
養
・
口
腔（
噛
む
・
飲
み
込
む
）・

認
知
症
な
ど
、
介
護
予
防
に
関
す
る
基
礎
知

識
や
体
操
指
導
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
介
護

予
防
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
す
る
た
め
の
講

座
で
す
。
介
護
予
防
教
室
経
験
者
に
は
、
さ

ら
に
深
く
介
護
予
防
の
知
識
を
学
ぶ
場
に
な

り
ま
す
。
友
達
同
士
や
地
域
で
体
操
を
始
め

た
い
と
い
う
方
に
オ
ス
ス
メ
の
講
座
で
す
。

【
と
き
】
平
成
27
年
１
月
16
日
〜
４
月
24
日

（
毎
週
金
曜
日
）午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
う
る
み
ん

３
階
視
聴
覚
室
Ａ

【
対
象
】
高
齢
者
の
介
護
予
防
に
関
心
が
あ

り
、
講
座
修
了
後
に
友
人
や
家
族
、
地
域
な

ど
で
介
護
予
防
の
た
め
の
活
動
が
で
き
る
方

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、
参
加
で
き
な
い

こども医療費助成のお知らせ

こ
と
も
あ
り
ま
す

【
定
員
】
12
名

【
申
込
方
法
】
う
る
ま
市
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
電
話
で
直
接
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

後
日
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
す
。

【
申
込
期
限
】
12
月
18
日（
木
）〜
19
日（
金
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

児
童
家
庭
課 
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学
童
ク
ラ
ブ
と
は
？

学
童
ク
ラ
ブ
と
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ

き
、
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に

い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に
対

し
、
授
業
の
終
了
後
等
に
保
育
所
・
児
童
館

等
を
利
用
し
て
適
切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場

を
与
え
て
、
そ
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

沖
縄
で
は
、
幼
稚
園
が
小
学
校
に
併
設
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
５
歳
に
な
る
と
幼

稚
園
に
通
う
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
５

歳
児
保
育
を
利
用
す
る
方
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、

沖
縄
県
の
み
幼
稚
園
児
の
学
童
ク
ラ
ブ
利
用

が
特
例
で
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
平

成 

年
度
か
ら
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
」
が
施
行
さ
れ
、
幼
稚
園
の
預
か
り

保
育
並
び
に
５
歳
児
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
こ
と
に
伴
い
、
幼
稚
園
児
の
特
例
が

平
成 

年
３
月
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
、
次
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

学
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
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童
家
庭
課　
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幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
に
つ
い
て

　

学
務
課　
　
　

☎
９
７
８
ー
２
１
５
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保
育
所
の
５
歳
児
保
育
に
つ
い
て

　

保
育
課　
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27
27

こどもの医療費の一部を負担することにより、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、保健の向上と健全
な発育に寄与することを目的としています。
助成を受けるためには、児童家庭課にて受給資格者証の交付申請手続きが必要となります。

助成を受けることができる年齢

※３歳児の外来については、一ヶ月につき一つの医療機関と、同医療機関から処方された薬局調剤分を合算し
て1,000円を超えた額を助成する事となります。
※健診・予防接種・診断書料・くすりの容器代など保険適用外の自費分は払い戻しの対象外です。
※自己負担額が 21,000 円を超える場合は、児童家庭課窓口にて手続きを行っていただく場合や、支給が遅れ
る場合があります。
助成方法について
県内の各医療機関での受診の際に、こども医療費助成金受給資格者証を提示し、医療費を支払うと、診療月の翌々
月の末日に指定された口座へ助成金が振り込まれる「自動償還方式」となっております。自動償還方式を導入して
いない医療機関（沖縄県立中部病院など）での受診分については、児童家庭課にて領収書の申請が必要です。

※助成の対象者には要件があります。また、助成の対象外となる費用もありますので、申請や詳細につきましては、
児童家庭課までお問い合わせ下さい。

【連絡先】児童家庭課　９７３－４９８３

診　療　区　分 助　　成　　対　　象　　年　　齢
外　　来 出生から４歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日まで
入　　院 出生から中学校卒業(15歳の誕生日前日以後最初の３月３１日)まで
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